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目         次 

      規    則 ﾍﾟｰｼﾞ

○ 兵庫県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則（住宅管理課）…………… １

公布された法令のあらまし 

兵庫県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則（規則第37号） 

１ 老朽化に伴い、次の普通県営住宅を用途廃止することとした。 

  普通中層耐火住宅  ３団地   110戸 

２ 借上げに係る普通県営住宅の返還に伴い、次の普通県営住宅を用途廃止することとした。 

  普通高層耐火住宅  16団地    40戸 

  普通中層耐火住宅  12団地    31戸 

３ 老朽化に伴い、次の特別賃貸県営住宅を用途廃止することとした。 

  特別賃貸中層耐火住宅  １団地   70戸 

４ 次の県営住宅の駐車場を整備し、名称、位置等を定めることとした。 

名   称 位     置 １区画当たりの月額の限度額 

深江北町高層住宅駐車場 神戸市東灘区深江北町３丁目 16,500円

洲本下内膳住宅駐車場 洲本市下内膳 5,100円

５ 地域再生法の一部改正に伴い、同法の引用条文を改めることとした。 

規         則 

 兵庫県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成28年６月28日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

兵庫県規則第37号 

   兵庫県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 兵庫県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和35年兵庫県規則第19号）の一部を次のように改正

する。 

 第41条の２第２号中「同条第４項第12号」を「同条第４項第14号」に改める。 

 別表第１の１の部普通中層耐火住宅の款３の項及び４の項を次のように改める。 

３ 削除 

４ 削除 

別表第１の１の部普通中層耐火住宅の款97の項中 

「  

199 0.5344 37,200 

31 0.5461 37,200 

              」 
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を 

「  

171 0.5344 37,200 

29 0.5461 37,200 

              」 

に改め、同表２の部普通高層耐火住宅の款６の項中 

「 

2 0.9825 74,200 

              」 

を 

「 

1 0.9825 74,200 

              」 

に改め、同款12の項中 

「 

1 0.5048 48,400 

1 0.5048 48,800 

1 0.5048 49,200 

              」 

を 

「 

1 0.5048 48,800 

              」 

に改め、同款17の項から19の項までを次のように改める。 

17 削除 

18 ９ ２ 52 新長田駅前住宅 
神戸市長田区若松

町５丁目 
23階建 1 0.8231 56,800 

19 削除 

別表第１の２の部普通高層耐火住宅の款36の項中 

「 

1 1.0610 72,200 

1 1.0764 68,200 

              」 

を 

「 

1 1.0610 72,200 

              」 

に改め、同款43の項中 

「 

10 0.7083 56,800 

              」 

を 

「 
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9 0.7083 56,800 

              」 

に、 

「 

9 0.7083 57,600 

              」 

を 

「 

8 0.7083 57,600 

              」 

に、 

「 

4 0.8995 71,200 

              」 

を 

「 

3 0.8995 71,200 

              」 

に改め、同款44の項中 

「 

2 0.6639 65,800 

              」 

を 

「 

1 0.6639 65,800 

              」 

に、 

「 

2 0.7004 67,200 

              」 

を 

「 

1 0.7004 67,200 

              」 

に、 

「 

4 0.7087 67,900 

              」 

を 

「 

3 0.7087 67,900 

              」 

に、 

「 
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2 0.8486 80,900 

1 0.8486 81,000 

              」 

を 

「 

2 0.8486 80,900 

              」 

に、 

「 

2 0.8669 81,800 

              」 

を 

「 

1 0.8669 81,800 

              」 

に、 

「 

2 1.0765 93,200 

              」 

を 

「 

1 1.0765 93,200 

              」 

に改め、同款46の項中 

「 

1 0.4821 32,300 

1 0.6901 44,600 

              」 

を 

「 

1 0.4821 32,300 

              」 

に改め、同款56の項中 

「 

2 1.1043 82,900 

1 1.1043 83,700 

              」 

を 

「 

2 1.1043 82,900 

              」 

に、 

「 
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1 1.1094 81,800 

1 1.1094 82,100 

              」 

を 

「 

1 1.1094 81,800 

              」 

に改め、同款71の項中 

「 

1 0.8486 67,900 

1 0.8486 68,400 

1 0.8486 68,900 

3 0.8486 69,500 

3 0.8486 71,300 

6 0.8486 71,800 

              」 

を 

「 

1 0.8486 68,900 

2 0.8486 69,500 

2 0.8486 71,300 

5 0.8486 71,800 

              」 

に、 

「 

4 0.8486 72,300 

              」 

を 

「 

2 0.8486 72,300 

              」 

に、 

「 

1 0.9374 74,500 

1 0.9374 74,800 

3 0.9374 76,300 

              」 

を 

「 

1 0.9374 74,800 

2 0.9374 76,300 
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              」 

に、 

「 

1 0.9459 74,700 

2 0.9459 76,400 

              」 

を 

「 

1 0.9459 76,400 

              」 

に、 

「 

2 0.9459 81,200 

              」 

を 

「 

1 0.9459 81,200 

              」 

に、 

「 

1 1.1046 85,700 

1 1.1046 87,600 

1 1.1046 88,300 

3 1.1046 88,900 

              」 

を 

「 

1 1.1046 87,600 

1 1.1046 88,900 

              」 

に改め、同款77の項中 

「 

1 1.0128 72,600 

1 1.0205 73,000 

              」 

を 

「 

1 1.0205 73,000 

              」 

に改め、同款82の項中 

「 

1 0.7070 67,500 

 



平成28年６月28日 火曜日   兵 庫 県 公 報           号  外 

7 

 

1 0.7070 67,600 

              」 

を 

「 

1 0.7070 67,500 

              」 

に改め、同款104の項中 

「 

2 0.4821 34,000 

              」 

を 

「 

1 0.4821 34,000 

              」 

に改め、同款105の項中 

「 

1 1.0257 78,400 

1 1.1343 81,900 

              」 

を 

「 

1 1.0257 78,400 

              」 

に改め、同款111の項中 

「 

1 0.6929 45,800 

1 0.6929 45,900 

              」 

を 

「 

1 0.6929 45,800 

              」 

に改め、同部普通中層耐火住宅の款６の項中 

「 

1 0.3545 38,100 

1 0.3545 40,100 

              」 

を 

「 

1 0.3545 40,100 

              」 

に改め、同款15の項を次のように改める。  
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15 削除 

別表第１の２の部普通中層耐火住宅の款25の項中 

「 

1 0.3905 42,000 

1 0.3905 42,600 

              」 

を 

「 

1 0.3905 42,600 

              」 

に改め、同款26の項中 

「 

1 0.3997 43,200 

1 0.3997 43,800 

1 0.4180 42,100 

              」 

を 

「 

1 0.3997 43,200 

              」 

に改め、同款36の項中 

「 

1 0.7599 50,900 

1 0.7599 52,800 

              」 

を 

「 

1 0.7599 52,800 

              」 

に改め、同款38の項中 

「 

2 0.6808 46,000 

              」 

を 

「 

1 0.6808 46,000 

              」 

に改め、同款63の項中 

「 

1 0.9370 68,800 

1 0.9370 70,500 
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1 0.9414 66,600 

1 0.9414 67,900 

              」 

を 

「 

1 0.9370 70,500 

1 0.9414 66,600 

              」 

に改め、同款81の項から83の項までを次のように改める。 

81 削除 

82 削除 

83 削除 

別表第１の２の部普通中層耐火住宅の款87の項及び88の項を次のように改める。  

87 削除 

88 削除 

別表第３特別賃貸中層耐火住宅の項中 

「 

40 伊丹中野鉄筋住宅 伊丹市中野北４丁目 ５階建 100 27,500 

41 明石舞子鉄筋住宅 明石市松が丘１丁目 ５階建 70 37,500 

」 

を 

「 

40 伊丹中野鉄筋住宅 伊丹市中野北４丁目 ５階建 100 27,500 

」 

に改める。 

別表第５野寄鉄筋住宅駐車場の項の次に次のように加える。 

深江北町高層住宅駐車場 神戸市東灘区深江北町３丁目 16,500

別表第５洲本上加茂鉄筋住宅駐車場の項の次に次のように加える。 

洲本下内膳住宅駐車場 洲本市下内膳 5,100

附 則 

この規則は、平成28年７月１日から施行する。ただし、第41条の２第２号の改正規定は、公布の日から施行

する。 

 

 

 

 


